
10

確
定
申
告
に
関
す
る
相
談
会

■
事
前
相
談

と

き　

�

�2
月
5
日
㈬
～
14
日
㈮
の
月
～
金
曜

日
（
2
月
11
日
㈷
を
除
く
）
午
前
9

時
～
正
午
、
午
後
1
時
～
4
時

と
こ
ろ　

豊
橋
税
務
署

対

象　

年
金
受
給
者
、
住
宅
取
得
者

そ
の
他　

�

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受
け

る
た
め
の
要
件
な
ど
詳
細
は
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

■
税
理
士
に
よ
る
無
料
税
務
相
談

と

き　

�

�2
月
17
日
㈪
～
3
月
4
日
㈬
の
月
～

金
曜
日
（
２
月
24
日
㉁
を
除
く
）
午

前
９
時
30
分
～
正
午
、
午
後
1
時
～

4
時

と
こ
ろ　

公
会
堂

対

象　

�

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
①
事

業
所
得
、
不
動
産
所
得
ま
た
は
年

金
以
外
の
雑
所
得
が
あ
り
、
平
成
30

年
分
の
所
得
金
額
が
３
０
０
万
円
以

下
（
消
費
税
の
課
税
事
業
者
の
場
合

は
、
平
成
29
年
分
の
課
税
売
上
高
が

３
千
万
円
以
下
の
方
）
②
給
与
所
得

者
、
年
金
受
給
者

所
得
税
及
び
復
興
特
別

所
得
税
の
確
定
申
告

申
告
が
必
要
な
方

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

⑴�

給
与
の
収
入
金
額
が
２
千
万
円
を
超
え
る

⑵��

給
与
を
１
か
所
か
ら
受
け
て
い
て
、
各
種

所
得
金
額
（
給
与
所
得
、退
職
所
得
を
除
く
）

の
合
計
が
20
万
円
を
超
え
る

⑶��

給
与
を
2
か
所
以
上
か
ら
受
け
て
い
て
、
年

末
調
整
を
し
な
か
っ
た
給
与
の
収
入
金
額

と
、
各
種
所
得
金
額
（
給
与
所
得
、
退
職
所

得
を
除
く
）
と
の
合
計
が
20
万
円
を
超
え
る

⑷��

年
金
受
給
者
で
、
公
的
年
金
な
ど
の
収
入

金
額
の
合
計
が
４
０
０
万
円
を
超
え
る
、

ま
た
は
、
そ
の
他
の
所
得
金
額
が
20
万
円

を
超
え
る

⑸��

個
人
の
事
業
・
不
動
産
所
得
者
や
土
地
・

建
物
、
株
な
ど
を
売
却
し
た
方
で
、
平
成

31
（
令
和
元
）
年
分
の
各
種
所
得
金
額
の

合
計
が
所
得
控
除
の
合
計
よ
り
多
く
な
る

申
告
方
法

■
受
け
付
け
で
申
告

と

き　

�

２
月
17
日
㈪
～
３
月
16
日
㈪
の
月
～

金
曜
日
、
２
月
24
日
㉁
、
３
月
１
日
㈰

午
前
９
時
～
午
後
４
時
※
混
雑
状
況
に

よ
り
早
め
に
終
了
す
る
場
合
あ
り

と
こ
ろ　

豊
橋
税
務
署

■��

ｅ-
Ｔａ
ｘ
（
電
子
申
告
）
ま
た
は
郵
送

で
提
出

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
申
告
書
を
作

成
し
、
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
ま
た
は
郵
送
で
豊
橋
税
務
署

（
〒
440
ー
８
５
０
４
住
所
不
要
）

所得税及び復興特別所得税の確定申告と 
市民税・県民税の申告期限は3月16日㈪です

問合せ : �確定申告については豊橋税務署（☎52・6201※自動音声案内）、
e
イータックス

-Taxについてはヘルプデスク（☎0570・01・5901）、
市民税・県民税の申告については市民税課（☎51・2200）　
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所得税と市民税・
県民税の控除額の違いに、
ご注意ください。

市民税課
荻野�和也



広報とよはし�令和2年2月11

とき ところ とき ところ とき ところ

2/17㈪〜
3/16㈪ 公会堂 2/27㈭

岩田運動公園 3/5㈭ 東陵地区市民館★

五並地区市民館

3/6㈮

前芝校区市民館★

2/19㈬
アイプラザ豊橋★ 2/28㈮

二川校区市民館 牟呂地域福祉センター
★2/20㈭ 老津校区市民館

2/21㈮
アイプラザ豊橋★

3/2㈪

石巻校区市民館

3/9㈪

賀茂校区市民館（午前中
のみ）大崎校区市民館 西郷校区市民館（午前中

のみ）
2/25㈫

東部地区市民館 嵩山校区市民館（午前中
のみ）天伯校区市民館 二川南校区市民館

2/26㈬

野依校区市民館
3/3㈫ 大清水地域福祉センター

★

幸校区市民館

杉山地区市民館
3/10㈫

本郷地区市民館★

谷川校区市民館 3/4㈬
高豊地区市民館 石巻地区市民館★

東陽地区市民館★ 3/11㈬ 中央図書館

□申告書
□印鑑
□�給与・公的年金の平成31（令和元）
年分源泉徴収票（原本）
□�青色決算書または収支内訳書、そ
の他帳簿書類
□本人名義の預貯金通帳
□�各種控除（社会保険料、生命保険料、
医療費）を受けるための証明書
□�配偶者・被扶養者の収入金額が分
かるもの

□�マイナンバーカードまたは通知カー�
ドと身元確認書類（運転免許証、公
的医療保険の被保険者証など）の
写し
□�配偶者や扶養控除、専従者控除など�
を申告する場合は、扶養親族や専
従者のマイナンバーが分かるもの
□�代理の方が申告する場合は、代理の�
方の身元確認書類（写真付きでな
い場合は2つ以上必要）と委任状

市
民
税
・
県
民
税
の
申
告

申
告
が
必
要
な
方

令
和
２
年
1
月
1
日
現
在
、
市
内
在
住
か
つ
右

記
の
確
定
申
告
の
義
務
が
な
く
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
方

⑴��

給
与
・
公
的
年
金
な
ど
の
源
泉
徴
収
票
に

記
載
さ
れ
て
い
な
い
控
除
を
追
加
す
る

⑵��

収
入
が
雇
用
保
険
、
遺
族
年
金
、
障
害
年

金
な
ど
の
非
課
税
所
得
の
み

⑶��

給
与
所
得
（
退
職
所
得
を
含
む
）
や
公
的

年
金
な
ど
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
（
営

業
、
農
業
、
不
動
産
な
ど
）
が
あ
る

⑷��

平
成
31
（
令
和
元
）
年
中
に
収
入
が
な
か
っ

た
（
市
内
在
住
の
親
族
の
配
偶
者
控
除
や

扶
養
控
除
の
対
象
者
を
除
く
）

申
告
方
法

■
受
け
付
け
で
申
告

日
程
な
ど　

�

下
表

そ
の
他　

�

２
月
３
日
㈪
～
14
日
㈮
は
市
民
税
課

で
も
申
告
可

■
郵
送
で
提
出

申
告
書
を
市
民
税
課
（
〒
440
ー
８
５
０
１
住
所

不
要
）

受け付けで申告する際の持ち物

市民税・県民税の受付日程など　※時間は9:30〜12:00、13:00〜15:30（公会堂は、土・日曜日、祝・休日を除く
9:00〜16:00）。★は施設入口から申告会場までバリアフリー

ふるさと納税に係る
寄付金控除の申告漏れに
ご注意ください。

市民税課
大原�美早


